
令和５年 12 月 1 日発行 

成 田 労 働 基 準 監 督 署 

さあっ、進もう! 

 

（１）ハラスメントのないあかるい社会へ 
 

「全ての社員が家に帰れば自慢の娘であり、息子であり、尊敬

されるべきお父さんであり、お母さんだ。そんな人たちを職場の

ハラスメントなんかでうつに至らしめたり苦しめたりしていい

わけがないだろう。」 

 

これは、平成 24 年に取りまとめられた『職場のいじめ・嫌が

らせ問題に関する円卓会議ワーキンググループ報告』で紹介され

たものです。もう 10 年以上前の、ハラスメント問題に取り組む

企業の人事担当役員のメッセージですが、企業のトップがこのよ

うな意識を持つことの大切さに改めて気付かされます。 

職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮する

ことの妨げになるのはもちろん、個人の尊厳や人格を不当に傷つ

けるなど、人権に関わる許されない行為です。 

厚生労働省では、12 月を｢職場のハラスメント撲滅月間｣と定

め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広

報・啓発活動を実施します。各職場においても、職場環境を見つ

めなおす機会にしていただければと思います。 

 

 

（2）「年収の壁・支援強化パッケージ」 
 

 人手不足への対応が急務となる中で、パート・アルバイト等の

短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づ

くりを支援するため、厚生労働省では、キャリアアップ助成金の

コース新設など、以下の支援強化パッケージに取り組みます。 
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（3）年末年始無災害運動実施中！ 
 

 成田労働基準監督署管内の令和 5 年の労働災害は、

10 月末現在で死亡災害は 3 件、休業 4 日以上の死傷

災害は 450 件（新型コロナ関連を除く）で、昨年同

期（死亡 4 件、死傷 412 件）との比較で、死傷災害

は 38 件増加しました。事故の型別で見ますと、転倒

99 件、動作の反動・無理な動作（腰痛を含む）93

件、墜落・転落 65 件、はさまれ・巻き込まれ 58 件

が上位を占めています。 

 このうち、「はさまれ・巻き込まれ」については、昨

年 1 年間の 53 件をすでに超えていますが、この類型

の災害の多くは機械設備の清掃・点検・調整等の際、

機械の運転を停止していないこと（労働安全衛生規則

107 条違反）が原因となっています。 

 労働者が安全に働くことができる職場環境を築くた

め、引き続き 14 次防の施策を着実に推進いただくと

ともに、大前提のこととして、法令で定められた措置

の遵守・徹底をお願いいたします。 

 まもなく新年を迎えようとしています

が、12 月 1 日から翌年 1 月 15 日まで年

末年始無災害運動が展開されます。今回の

運動標語は、「健康と安全で 幸せつなぐ

年末年始」ですが、年末年始の慌ただしい

中、非定常作業時の災害防止等、確実に行

っていただくようお願いいたします。 

 

 （4）業務改善助成金の活用を 
 

 10 月 1 日から千葉県最低賃金は 1026 円に引き上げられ、鉄鋼業（1096 円）、電気機械

器具製造業等（1055 円）の特定最低賃金も 12 月 25 日から改定となります。事業場内で最

も低い賃金（事業場内最低賃金）の引き上げを図る事業者に支給される「業務改善助成金」の

活用、各種助成金申請、労務管理の相談支援などを無料で行う「千葉働き方改革推進支援セン

ター」のご利用も可能ですので、賃金引き上げ、生産性向上に積極的にお取組みいただくよう

お願いします。  

 

 （5）速やかな労災保険の給付に向けて 

 

 労災の請求書には、事業場の労働保険番号等のほか、事業主の証明欄に所定事項の記入をお

願いします。また、治療に関する請求書は、速やかに労災病院や労災保険指定医療機関に提出

されるようご協力お願いします。請求人となる被災労働者の置かれた状況にもご配慮いただ

き、迅速な給付決定に向け、ご協力をお願いいたします。 

 

（6）労働条件明示のルールが変わります。 

 

 労働条件の明示事項のうち、①就業場所・業務の変更の範囲、②更新上限の有無と内容、

③無期転換申込機会、④無期転換後の労働条件について、令和 6 年 4 月からは労働契約の

締結・更新のタイミングで明示をする必要がありますので、準備をお願いします。 

 

 


